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政務活動費とは

1 基本指針

政務活動費は、地方自治法第 100条第 14項から篤 16項並びに横須賀市議会基本条

例及び横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、横須賀市議会議

員の市政に関する調査研究その他の活動(以下、政務活動という)に資するため、必

要な経費の一部として交付されるものである。

したがって、交付された政務活動費は、政務活動に要する経費に対して適切に充当

されるべきものである。

議員として政務活動費の交付を受けた場合はその議員の行う政務活動に、会派とし

て政務活動費の交付を受けた場合はその会派の行う政務活動(会派に属する議員が

個々に行う政務活動を、会派の実施する政務活動として政務活動費を充当することが

できるものとする)に要する経費として充当するものとする。

2 政務活動費の概要

交付対象 各月 1日(基準日)に在任する議員
条例第2条 ただし、会派全員の合意があれば、会派に対して交付することができる

交付額 1人につき月額 139，000円
条例第3条

会派の場合は人数分を一括交付

交付方法 半期ごと (4月--9月、 10月--3月)

条例第3条 各半期の最初の月に政務活動費専用の預金口座に振り込む

政務活動費を充 条例及び規則別表に従って使用する

てることができ 議員文は会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、陳情、各種会議への参加

る経費の範囲 等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民

議倒臨5条瀬鶴5条 の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に充てる

支出方法 支出の際は領収書を徴する

領収書の徴収が困難な場合は、支払確認書及び交通費計算書や金額の確認で
視則第6条

きるものを添付する

政務活動費収支 収入及び支出の証拠書類の原本を添えて半期ごとに収支報告書を作成し、

報告書の提出 4月--9月分〈前期分)は 10月 31日までに、 10月""""3月分(後期分)は翌
条例第6条

年度の4月30日までに議長に提出しなければならない

政還務活銀動条例則費第錨の89返条粂
交付を受けた額に残余があるときは、その額を返還する

会計犠簿鰯の要調議製 会計帳簿を調製し、 5年間保存しなければならない

保管

視察等の届出 宿泊を要する視察等の出張の場合は、視察等実施届及び視察等報告書を提出

要綱 するものとする・
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3 政務活動費交付申請から収支報告までの事務の流れ

( 1 )交付申請から交付

①議長を経由して市長に交付申請

議員
〉(議長)

• 又は

②交付決定

市長

会派| ③交付請求(半期ごと)

代表者 l 

期半付交④
 

①交付申請規則第1条

毎年度4月5日までに議長を経由して市長あてに、当該年度分を申請する。

《交付申請書、会派の場合は交付会派届》

②交付決定規則第2条

市長から、議員文は会派代表者あて交付決定される。

《交付決定通知書》

.. 
③交付請求規則第3条

半期ごと (4 月 ~9 月、 10 月 ~3 月)に、市長あてに請求する。

《交付請求書、請求者と口座名義人が異なる場合は委任状》

④交 付 条 例 第3条

市長から、各半期の最初の月 (4丹、 10月)に、政務活動費専用の預金口座に

振り込まれる。(通常、報酬日と同じ日に振り込まれる)
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(2)収支報告及び返還

①収支報告{半期ごと)

〉

議 員 I (必要に応じて調査)

又は

ー"・ーー・ーーーー-
~_..・・・・・・ 6- . 

②写しを送付

議長 II > 

会派

代表者

一 残余があるときー

③返遺命令

①収支報告条例第6条

. . 

④返還
-. 

市長

4月-..9月分(前期分)は 10月 31日までに、 10月-..3月分(後期分)は

翌年度の4月30日までに、領収書等の証拠書類の原本を添えて、議長に報告

する。

《収支報告書、証拠書類の原本》

②写しの送付、A 規則第8条

議長は、提出された収支報告書の写しを市長に送付する。

③返還命令 条例第8条規則第9条

交付総額から支出総額を控除して残余がある場合は、市長から返還命令を

受ける。

《返還命令書、戻入通知書》

6 

ヨ

s 



‘ 

(3)年度途中の異動に伴う調整

|議員の場合|

(ア)新たに議員になったとき

・当月分から政務活動費が交付される。 条例第3条第3項

・任期の初日から 5日以内に、交付申請、交付請求する。 規制第1条第1項

《交付申請書、交付請求書》

(イ)政務活動費交付会派から脱会したとき

-脱会した翌月 (1日に脱会した場合は当月)分から個人あてに政務活動費が

交付される。 条例第3条第5項

・脱会した翌日から 5日以内に、交付申請、交付請求する。 規則第1条第1項

《交付申請書、交付請求書》

(ウ)議員でなくなったとき又は政務活動費交付会派に属したとき

-事実発生日から 30日以内に収支報告書を提出する。 条例第6条第3項

・翌月(その日が 1日の場合は当月)以降の政務活動費を返還する。 条例第4条第1項

《収支報告書、証拠書類の原本》

|会派の場合|

(ア)新たに政務活動費交付会派が結成された場合

結成された翌月(1日に結成された場合は当月)分から交付される。条例第3条第4項

・ただし、改選後に新たに結成された会派の場合は、当月分から交付される。 向上

結成された日から 5日以内に、交付申請、交付請求する。 規則第1条第1項

《交付申請書、交付会派届、交付請求書、(委任状))) 

(イ)所属議員数の減

翌月(1日の場合は当月)以降の分を翌月末日までに返還する。 条例第4条第2項

速やかに変更申請する。 規則第1条第2項

《交付変更申請書、交付会派変更届》

(ウ)所属議員数の増

翌月(1日の場合は当月)以降の分が翌月末日までに追加交付される。条例第4条第2項

・速やかに変更申請、交付請求する。 規則第1条第2項

《交付変更申請書、交付会派変更届、交付請求書、(委任状))) 

7 



(エ)政務活動費交付会派が解散した場合(任期満了及び議会の解散を除く)

11 

・解散した日から 30臼以内に収支報告書を提出する。 条例第6条第3項

・解散の翌月 (1日に解散した場合は当月)以降の分を、翌月末(1日の場合

は当月末)までに返還する。 条例第4条第 3項

《交付会派解散届、収支報告書、証拠書類の原本》

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費は、議員又は会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、陳情、各種会議

への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民

の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対しで交付する。

政務活動は別表に掲げる経費に充てることができる。

条例別表及び規則別表(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

経費 内容 具体的な内容

1 調 査研究費 議員文は会派が行う市の (視察等に要する経費)

事務、地方行財政等に関す
交通費宿泊料食糧費施設等入場料

る調査研究及び調査委託
資料等購入費視察手土産代受講料等負担金

に要する経費
通訳料保険料手数料

{視察等以外の活動に要する経費)

交通費施設等入場料消耗品費印刷製本費

通信運搬費備品購入費修繕料

事務機器等保守管理費事務機器等借上料

業務委託料手数料

2 研 修 費 議員又は会派が行う研修 舗蹟又は会派納骨研修会の開催に要する経由D
会の開催に要する経費及

交通費消耗品費印刷製本費通信運搬費
び団体等が開催する研修

会場等使用料 機材等借上料業務委託料
会への参加に要する経費

講師謝礼金等手数料

但榊等方澗催する研修会"'"鴻劫日に宴する経R)

交通費宿泊料食糧費資料等購入費

受講料等負担金手数料

8 

. 

-y 

d 



. 

31広 報 費|議員若しくは会派が行う|交通貨消耗品費印刷製本費通信運搬費

活動又は市政について住|会場等使用料 機材等借上料業務委託料

民に報告するために要す|ホームページの維持管理に要する経費

る経費 |取材料手数料

41広 臆 費|議員又は会派が行う住民|交通費消耗品費印刷製本費通信運搬費

からの市政又は議員若し|会場等使用料 機材等借上料業務委託料

くは会派の活動に対する|手数料

要望、意見等の聴取、住民

相談等の活動に要する経

費

51要鯖・陳情活動費|議員文は会派が要請又は|交通費宿泊料食糧費消耗品費

陳情活動を行うために必|印刷製本費手数料

要な経費

61会 議 費|議員文は会派が行う各種I(髄員文は会派が行う各種会舗の開催に要

会議の開催に要する経費|する経費)

及び団体等が開催する意|交通費宿泊料食糧費資料等購入費

見交換会等各種会議への|消耗品費印刷製本費通信運搬費

議員又は会派としての参|会場等使用料機材等借上料手数料

加に要する経費

(団体等が開催する意見交換会等各種会議

への議員又は会派としての参加に要する経費)

交通費宿泊料食糧費資料等購入費

受講料等負担金手数料

71資料作成費|議員又は会派が行う活動|消耗品費印刷製本費業務委託料原稿料

に必要な資料の作成に要|翻訳料著作権使用料手数料

する経費

81資料購入費|議員文は会派が行う活動|新聞購読料雑誌購読料書籍等購入費

に必要な図書、資料等の購|手数料

入に要する経費

91人 件 費|議員又は会派が行う活動|賃金通勤費社会保険料手数料

を補助する職員の雇用に

要する経費

1 0 1 _ ... ~ ..... _ 1，........... _. . A __  ._.~_ ... .._...... 1 
事 務 所 費|議員又は会派が行う活動|賃借料通信費光熱水費備品購入費

に必要な事務所の設置及|修繕料手数料

び管理に要する経費
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2 按分の指針

政務活動費を支出するうえで、議員等の行う活動は多岐にわたっており、政務活

動、政党活動、選挙活動、後援会活動、私人としてのプライベートな活動との区分

が難しい場合が考えられる。その場合は、政務活動に費やした状況により按分して

支出することができるものとする。

按分割合は、政務活動とそれ以外の活動の計二つの目的に支出した場合には2分

のし三つの目的に支出した場合には3分の 1とするなど、社会通念に従った相当

な割合をもって確定する。

3 政務活動費で支出できない経費(参考事例)

( 1 )交際費的な経費

・香典、祝金、寸志、慶弔電報等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費

.病気見舞い、館別、年賀状の購入、印刷等の儀礼等に要する経費

パーティ券購入代

(2)政党本来の活動に関する経費

・党費、党大会参加費、党大会賛助金等に要する経費

政党の宣伝活動に要する経費

政党活動に使用する資料等の作成、購入費

政党活動用の事務所の経費

(3)選挙活動に関する経費

選挙運動、選挙活動に要する経費

・選挙活動に使用する資料等の作成、購入費

.選挙活動用の事務所の経費

(4)議員個人の秘書的職員の人件費

・個人秘書的な補助職員(来客接待等を主な業務とする職員)の雇用に要する経費

(5)その他市長が適当でないと認める経費

0政務調査費に係る研究会(平成 16_，18年)で例示されたもの

.飲酒を伴う会合、懇親会的な会合の経費

親睦会、レクリェーション等のための経費

・議員が他の団体の役職を兼ねている場合に、当該団体の理事会等への出席に

要する経費
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-家族、親族が所有する事務所の賃借料(法人所有も含む)

.政務活動に直接関係しない図書等の購入費

-社会通念上妥当性を欠く経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費

(公職選挙法第 199条の 2[公職の候補者等の寄付禁止]等)

0他の自治体で長が適当でないと認める例(参考)

-飲食を目的とした会合の経費

・観光、私的な旅行等に要する経費

後援会活動に関する経費

・事務所として使用する不動産の購入、建築工事等に要する経費

政務活動に使用する自動車の購入、修理点検及び維持に要する経費

絵画、美術品、冷蔵庫等の備品の購入及びリースに要する経費

※なお、会派が議員個人に定期的、定額的に支給する経費(会議参加にかかる日

当等)は、政務活動費として支出できないとされている。

川 政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針

1 実費弁償の原則

政務活動費は、議員等の政務活動に資するため必要な経費の一部として交付するも

のであり、その使途は、政務活動のための経費として常識的な金額を逸脱しない範囲

で、議員等の自主性に基づき決定するものである。

したがって、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提としたうえで、政務活

動に要した費用の実際の金額に充当することを原則とする。

2 項目別運用指針

( 1 ) 交通費

原則として実費とし、支出方法は「議会議員の議員報酬等に関する条例jに準ずる

ことが適当である。なお、自家用車を使用した際の交通費については、実費の把握が

困難であることから、以下に示すいずれかの方法を選択し、「交通費計算書」及び規

則に定める「支払確認書」の作成を要するものとする。

①公共の交通機関を使用した場合の実費相当分

②走行距離lkm当り 37円を乗じて得た金額

ただし、レンタカーの使用等、政務活動に要した経費が明らかである場合に限

つては、実費を支出するものとする。，

11 



(2) 宿泊料

委員会視察等、公務による旅行の際の市議会議員の宿泊料は「議会議員の議員報酬

等に関する条例J(29頁)により、 1夜につき 15.000円 (1泊2食付き)の定額で

あるため、政務活動で宿泊する場合は、当該金額を上回らない範囲の実費額とするこ

とが適当である。

なお、素泊まり等1泊2食付きの設定のない場合の市職員(含特別職)の食糧費の

上限額は次のとおりであり、議員もこれに準ずることが適当である。

・圏内;朝食1， 000円、夕食2，000円

・海外;朝食1， 000円、夕食 5，000円

(3) 会費

他団体が主催する意見交換会等の参加費については、会費の支出対象である団体

の活動内容が、政務活動に適うものであれば支出することができる。

懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付随する懇談会であっ

て、会費の額が明確に定められており、その金額も社会通念上妥当な範囲のものに

限り支出できるものとする。

したがって、飲食を主たる目的とした会合(各種団体の新年会等)の会費は支出

できない。

0会費として支出できない事例

-個人の立場で加入している団体等に対する会費(町内会費、 PTA会費、商

工会費、老人クラブ会費等〉

.政党本来の活動に伴う党費、党大会参加費、党大会賛助金等

.議会内の親睦団体の会費

・他の議員の後援会、祝賀会に出席する会費

宗教団体の会費

・冠婚葬祭の会費(結婚式の会費、祝賀会の会費等)

.親睦または飲食を目的とする会合の経費

(4)食糧費

食糧費については、食糧費の支出自体が政務活動としての視察や会議等との関連

において、必要と認められる合理的理由があり、使途に関する説明責任を十分に果

たせることを前提として政務活動費を充当することが適当である。

なお、いわゆる団会議は、その政策決定や意思決定が今後の政務活動の指針とも

なるものと考えられ，議員の審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図

るという政務活動費の趣旨にも適合するものであるが、日常生活上必要と認められ

る費用については，当然には政務活動費と認めることはできないとされているので、

充当しないものとする。

12 

-w 

-. 
】



(参考)

公職選挙法においては、会議、市政報告会、意見交換会などの参加者への食事、湯

茶、茶菓子等の提供や、研修会等に講師として招いた識者等(市民であるか否かを関

わない。)への飲食の提供も f寄附Jと解されるので禁止されている。根拠となる条

文は次のとおり。

・公職選挙法第 199条の2 公職の候補者等の寄附の禁止

・公職選挙法第 199条の5 後援団体に関する寄附等の禁止

・公職選挙法第 179条 収入、寄附及び支出の定義

-v 

公職選挙法第 179条では、寄附を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は

交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以

外のものJと定義し、「花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、文は交付される

ものその他これらに類するものを含む」としている。

(5)事務所費

事務所費については、その設置目的が政務活動のためのものであって、実際に

その事務所が政務活動に使用されており、次の要件を備えている場合に限り支出

できるものとする。

・会派として政務活動費の交付を受けた場合は、所属する会派の議員として賃

貸借契約がなされていること。

・事務所としての外形上の形態及び機能を有していること。

「嘉義務.誌.震J家裏ム鷹;. .!l;)...属Jが議長あてに提出されていること。
59頁

0事務所費として支出できない事例

-政党活動、選挙活動用の事務所の経費

・家族、親族が所有する事務所の賃借料(法人所有も含む)

-e

、 0按分について

事務所を後援会または政治団体と共用する場合は、可能な限り事務所の賃貸借

契約、光熱水質等の契約を分離することが望ましい。分離が困難な場合は、実際

に政務活動に充てられている割合に応じて、按分するものとする。

なお、按分の上限は次表のとおりとする。
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按分の上限

事務所の 政積活動

形態
事積所 + 

..活動 | ;後援会輔所
尊用事積所 + 

+ 
具体的な内容

賃借料

通信費

光熱水費
全額 1/2 1/3 

備品購入費

修繕料

手数料
一一一

(6)備品購入費等

備品及び消耗品等については、政務活動に直接必要であると認められる場合に限り

支出できる。また、購入価格については、社会通念上妥当な範囲を超えないものとす

る。

税抜き 5万円以上の備品を購入したときは、議員として交付を受けている場合はそ

の議員が、会派として交付を受けている場合は会派において鎖品麓現今帳.を調製し、

収支報告書とあわせて議長に提出するとともに、その写しを保管すと;ぢゐとする。

0備晶購入賞として支出できない事例

・絵画等の美術、装飾品

0資料購入賞として支出できない事例

-政党活動、選挙活動に使用する資料等

(7)人件費

政務活動の補助業務のために雇用した職員に対して、賃金、通勤費、社会保険

料を支出することができる。この場合、当該職員と取り交した震恩契.翻意受の写しを
61頁

収支報告書に添付するものとする。

0人件費として支出できない事例

・家族、親族の雇用にかかる経費

0按分について

事務所の職員を政務活動の補助業務に従事させている場合など、政務活動の補
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助業務とそれ以外の業務を兼務する職員の人件費へ政務活動貨を充当する場合

は、実際に政務活動の補助業務に従事している割合に応じて、按分するものとす

る。

なお、被分の上限は 1/2とする。

IV 会計処理

政務活動費の会計処理については、議員等の政務活動のための経費について、その

領収書等の証拠書類を徴収し、支出することを原則とする。

1 会計帳簿の整理保管

議員又は会派の代表者は、政務活動費による支出について会計帳簿を調製し、 5年

間保存しなければならない。

したがって、会派として政務活動費の交付を受けた場合は、会派が解散等により消

滅した場合であっても、保存期間が経過するまで会計帳簿を保存しなければならない

ので注意すること。

2 証拠書類の整備

政務活動費を支出するにあたって、議員又は会派の代表者は、債権者から領収書を

徴するものとし、領収書を徴することが困難な場合は、支払確認書をもってこれに代

えることができるム領収書等は散逸しないよう台紙U鎮収章受貼結局.鉱よ)に貼付し、

収支報告書に添付する。 63頁に参考例示

なお、感熱紙の領収書(レシート等)は、その写しを作成し、原本とあわせて提出

するものとする。

0支出を証明する書類の例

領収書、受領書、援込受領書等

支払確認書+添付書類

( 1 )交通費

原則として、領収書を徴収する。領収書の徴収が困難な場合は、次の例にしたがっ

て支払確認書を作成し、証拠書類を添付すること。
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(ア)公共交通機関(鉄道・パスー飛行機)

…
書
…

…
収
…

…
領
…

旅行代理底を通じて手配した場合等、領収書により実費であることが把握

できるものについてはその領収書を徴収する。

:ぷ222;元副ー:
自動券売機で購入した場合等、領収書の徴収が困難である場合は、経路及

び運賃を交通費計算書に記入し、支払確認書に添付する。

※ プリペイドカード購入代の領収書は不可。

(イ)タクシ一

利用にあたっては、旅費支給事務取扱要領 (30頁)を参照

j領収書;

領収書を徴収する。

乗車時間、乗車区間、使用目的等を領収書を貼付する台紙等の余白に記

載すること。

(ウ)ガソリン代(レンタカー利用の場合)、駐車場使用料

…
書
…

…
収
…

…
領
…

領収書を徴収する。

' ， 

(ヱ)有料道路等通行料

…
書
…

…
収
…

…
領
…

領収書を徴収する。

※ プリペイドカード購入代の領収書は不可。
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0自家用車を使用した場合

自家用車を使用した場合は、ガソリン代等の実費を把握することが困難なこと

から、以下に示すいずれかの方法を選択し、「衰退震駐箆葺J及び r2;払.穣懇意J
• 58頁 50~ 51頁

を 1月毎に作成するものとする。

① 公共の交通機関を使用した場合の実費相当分

その際の交通貨計算上の経絡は、目的地までの通常の}I頃路によるものとし、

通常の11頂路が2以上ある場合には、より合理的な経路を選択し、計算すること。

② 走行距離 1km当り 37円を乗じて得た金額

;支払確認書+交通費計算書

0有料駐車場を定期利用する場合

同ーの有料駐車場(市役所周辺の駐車場等)を利用する頻度が高い場合には、

その都度払いと定期利用した場合の利用料を比較し、社会通念上、合理的と判断

される利用方法を選択すること。

定期利用の場合は、定期券・パスカード等の領収書を徴し、政務活動の使用を

確認するために使用日等を記載した『窯通重量t築費J及ぴr~義務.議書:Jを併せて
作成する(ガソリン代のものと兼用可)0 57・58頁 50・51頁

支払確認書+交通貨計算書

... 
‘ (2)事務所費

原則として、領収書等により実費を把握し、支出するものとする。領収書の徴収が

困難な場合は、次の例にしたがって支払確認書を作成し、証拠書類を添付すること。

…
書
…

…
収
…

料

…

領

…

借

pizz--L

賃ア

領収書等により実費が把握できるものについては、その領収書を徴収する。
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j支払確認書+金額を確認できるもの(預金通帳等)の写し j

領収書等の徴収が困難な場合は、賃借料の記載された契約書の写し、預金

通帳の該当部分(賃借料の金額のわかるもの)の写し等を支払確認書に添付

すること。

(イ)光熱水質・;通信費等

j領収書 j

領収書等により実費が把握できるものについては、その領収書を徴収する。

j支払確認書+金額を確認できるもの(預金通帳等)の写し:

領収書等の徴収が困難な場合は、預金通帳の該当部分(光熱水費等の金額

のわかるもの)の写し等を支払確認書に添付すること。

0按分により支出している場合

事務所を後援会または政治団体と共有し、その費用を按分により支出している

場合は、領収書等の金額と政務活動費による支出額が一致しないため、台紙(領

収書等貼付用紙)に按分率による計算式と政務活動費充当額を記入すること。

(3)その他

-会議、研究会等の開催にかかる経費、または他国体開催の研究会等への参加

にかかる経費を支出する場合は、各経費に応じた証拠書類に加えて、会議、研

究会等の開催通知、スケジュール等の資料を整理し保管すること。

・宿泊を伴う調査旅費を支出する場合は、事前(視察等を開始する日の 1週間

前まで。ただし緊急の場合はこの限りではない。)に視察等実施届を議長あて

に提出し、視察終了後 30日以内に視察等報告書を議長あてに提出すること。

・政務活動費の支出にあたり、カード等を使用した際に発生するポイントの取

り扱いについては、市民の誤解を招くことのないように留意する。

(例)航空会社のマイレージ、携帯電話のポイント、クレジット会社のポイント、

ETC使用により発生するポイント等

・携帯電話の通話料を支出する場合は、通常使用している携帯電話とは別に政

務活動用の携帯電話を所有し、「援静鼓.雷震;話.億思昂属LJ
6ω0頁
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提出されていること。

0視察等報告書の添付書類について

視察等報告書には、用務経過及び市政に関する政務活動の詳細として、調査及

び研究については活動の内容を詳細に記した書類、要請・陳情活動については開

催通知やスケジュールの詳細等を添付すること。

3 政務活動費の返還

市政に関する政務活動に必要な経費として支出した政務活動費の総額が、政務活動

費の交付額を下回ったときは、政務活動費に残余が生じたものとして、その額を返還

することとなる。

なお、収支報告書の内容から、政務活動費を充てることができる経費の範囲に合致

しないと判断される支出についても、違法支出額に相当する残余金があると見なされ

るため、留意すること。

V 収支報告

1 収支報告書の作成

議員又は会派の代表者は、政務活動費収支報告書により、政務活動費に係る収入及

び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類を添付のうえ、半期ごとに議長に提出

しなければならない。なお、感熱紙の領収書(レシート等)は、その写しもあわせて

添付するものとする。

収支報告書は、できるだけ使途内容が明確になるよう、「収玄銀告書>>~J績.~'認識J?iJ).J
33-42頁

を参考に以下の点に注意して作成すること。

-事業別に経費及び具体的な内容を整理し、わかりやすく記載すること。

.会議等にかかる経費は、日付、会議等名を記載すること。

-視察にかかる経費は、日付、視察先を記載すること。

・事業等が多く、全てを記載することが困難な場合は、類似事業別等にまとめ

て記載すること。(例:会派会議 O月O日他ム回)
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4月--9月分収支報告書(前期分)で、残額がある場合は、 10月.-...;3月分収支報

告書(後期分)の「繰越金J繍にその額を記載すること。また、残額がマイナスの場

合も同様にする (P.31--32 記載例参照)

0領収書等の証拠書類の定義について

-収支報告書に添付する領収書等の証拠書類は原本とする。(条例第6条第 1

項)

-領収書のあて名は、議員として交付を受けている場合はその議員名を、会派

として交付を受けている場合は会派名を記載するものとし、物品等を購入する

場合は、必ず品名を記載するものとする。(規則第6条第3項}

ただし、レシートについては、あて名の記載は省略できるものとするが、必

ず品名が記載されていることを要件とする。

・領収書を徴収することが困難な撮合は、議員として交付を受けている場合は

その議員の、会派として交付を受けている場合は会派の代表者の発行する支払

確認書をもってこれに代えることができるo (規則第6条第2項}

・年度またぎの領収書の取り扱いについては、領収書の発行日(支払日)の属

する年度に計上することを原則とするが、現実に即した対応も考慮していく。

2 議長の調査等

収支報告書及び領収書等の証拠書類は、議長に提出することが義務付けられている。

議長は、収支報告書及び領収書等の証拠書類が提出された場合は必要に応じ調査を

行う等、政務活動費の交付の適正な運用に努めるとともに、使途の透明性の確保に努

めるものとする。

3 収支報告書等の公開

収支報告書及び領収書等の証拠書類は、情報公開条例に基づき、市政情報コーナー

において、それぞれの写しを情報提供することとし、原本は、求めがあったときに情

報提供する。 き

平成22年度分から、収支報告書(収支報告書別紙を含み、証拠書類は除く。)を

市議会ホームページに公開するとともに、視察等報告書〈本文のみとし、添付資料は

除く。)を随時、市議会ホームページに公開している。

さらに平成28年度分から、収支報告書(別紙含む)に加えて領収書等の証拠書類

を半期ごとに市議会ホームページに公開する。
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〔資料集〕
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地方自治法(抜粋)

第 100条

(昭和二十二年四月十七日)

(法律第六十七号)

⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査

研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における

会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合におい

て、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費

を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

⑮ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところに

より、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと

する。

⑮ 議長は、第 14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努め

るものとする。

横須賀市議会基本条例(抜粋)

(議員の活動原則)

平成 22年 6月 25日

条例第 38条

第 8条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

( 2 ) 議案に対する議決への参加のみならず、本市の政策を自ら策定するため、

議案を提出することを議員の重要な役割と捉え、積極的な調査研究その他の活

'動を通じて市民の福祉と生活の向上に貢献すること。

(予算の確保)

第24条 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が、議事機関としての機能を

確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務活動機能の充実を

図るために必要な予算の確保に努めるものとする。

(議員及び会派の積極的な政務活動)

第25条 議員及び会派は、法第 10，0条第14項の規定に基づき交付される政務活動

費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう積極的に市政に関する調査研究そ

の他の活動を行わなければならない。
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{議員の身分及び待遇)

第28条 議員の身分及び待遇の保障は、議会制度を維持する上で重要な要素であ

るため、議会はその報酬及び政務活動費について、常に市民の理解を得ること

に努めるものとする。

(議員報酬等)

第29条 議員報酬及び政務活動費については、別に条例で定める。

2 第 5条第 2項及び第 3項の規定は、議員報酬及び政務活動費に係る条例改正

議案の提出について準用する。

横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例

(趣旨)

平成18年 12月13日

条例第57号

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第

16項までの規定に基づき、横須賀市議会議員(以下「議員」という。)の調

査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交

付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第 2条 政務活動費は、議員に対して交付する。ただし、横須賀市議会におけ

る会派がその所属議員全員の合意に基づいて交付申請を行った場合は、会派

に対して所属議員全員の政務活動費を交付することができる。

(交付額及び交付の方法)

第 3条 政務活動費は、各月 1日(以下「基準日 J という。)に在任する議員

に月額139.000円を 4月から 9月まで及び10月から翌年 3月までの各区分によ

る期間〈以下 f半期Jという。)ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。

ただし、当該半期の中途において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の

属する月の前月までの月数分を交付する。

3 ーの半期の中途において新たに議員になった者に対しては、任期の初日の

属する月分から政務活動費を交付する。

4 ーの半期の中途において新たに結成された会派に対しては、結成された日
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の属する月の翌月分(当該結成された日が基準日に当たる場合は、当月分)か

ら政務活動費を交付する。ただし、任期満了に伴う選挙後に新たに結成された

会派に対しては、当該会派が結成された自の属する月分から政務活動費を交

付する。

5 ーの半期の中途において政務活動費の交付を受けた会派から脱会した議員

に対しては、脱会した日の属する月の翌月分から政務活動費を交付する。

6 基準日において議員の辞職、失職、除名又は死亡があったときは、当該議

員に対する当月分の政務活動費は交付しない。

7 基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付し

ない。

(議員の異動に伴う調整)

第 4条 政務活動費の交付を受けた議員が、ーの半期の中途において議員でな

くなったとき文は政務活動費の交付を受けている会派に属したときは、当該

議員は、その事由が発生した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当た

る場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、ーの半期の中途において所属議員数に異

動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる

場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員

数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加

して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回

るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、ーの半期の中途において解散したときは、

解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日まで

に、解散の日の属する月の翌月分 Cその日が基準日に当たる場合は、当月分)以

降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第 5条 政務活動費は、議員又は会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、陳情、・

各種会議への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活

動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付す

る。

2 政務活動費は、別表に掲げる経費に充てることができる。

(政務活動費収支報告書の提出)

第 6条 政務活動費の交付を受けた議員(会派として交付を受けた場合は、会

派の代表者)は、政務活動費に係る収入及び支出の証拠書類の原本を添えて

政務活動費収支報告書(別記様式)を作成し、議長に提出しなければならな
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2 前項の政務活動費収支報告書は、第 3条第 2項の規定により交付された政

務活動費について、当該政務活動費に係る期間が満了した日の翌月の末日ま

でに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡若し

くは議会の解散により議員でなくなったとき又は会派が解散した'ときは、議

員であった者(議員の死亡に係る場合は、その相続人)又は会派の代表者で

あった者は、当該事由が生じた日から 30日以内に政務活動費収支報告書を提

出しなければならない。

(議長の調査等)

第 7条 議長は、前条第 1項の規定により提出された政務活動費収支報告書に

ついて、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の交付の適正な運用に努める

とともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第 8条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員又は会派が当該年度において

交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において市政の調査研究その

他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある

ときは、当該残余の額の返還を命ずることができる。

(政務活動費収支報告書の保存)

第 9条 議長は、第 6条第 1項の規定により提出された政務活動費収支報告書

を、提出期限の日から起算して 5年を経過する日まで保存しなければならな

い。

(その他の事項)

第 10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

1 この条例は、平成19年 5月 2日から施行する。

2 この条例による改正前の横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例の規

定により交付を受けた平成 19年 4月分の政務調査費に係る収支報告書につい

ては、改正後の第 6条第 2項の規定にかかわらず、同年 5月 31日までに提出

・するものとする。

附則 (平成 20年 9月 1日条例第 32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則 (平成 22年 3月 10日条例第 1号)

この条例は、平成 22年 4月 1日から施行する。

附則(平成 25年 3月 1日条例第 4号)

24 



1 この条例は、公布の日から施行する。

.2 この条例による改正後の横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例の規

程は、この条例の施行の日以後になされる政務活動費の交付その他の事項に

ついて適用し、同目前になされた政務調査費の交付その他の事項については、

なお従前の例による。

附則(平成 27年 10月 13日条例第 67号)

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。

横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

(交付申請)

平成19年 3月30日

規則第 8号

第 1条 横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 18年横須賀市条例

第57号。以下「条例j という。)の規定に基づき政務活動費の交付を受けよ

うとする議員又は会派の代表者は、毎年度 4月 5日まで(ーの半期の中途に

おいて新たに議員になった者にあっては任期の初日、会派を脱会した議員の

場合はその翌日から、ーの半期の中途において新たに結成された会派の場合

は、結成された日からそれぞれ 5日以内)に市長に対し、議長を経由して政

務活動費交付申請書(第 1号様式)を提出しなければならない。この場合に

おいて、会派の代表者は、政務活動費交付申請書に政務活動費交付会派届

〈第 2号様式)を添付しなければならない。

2 前項の議員又は会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、速

やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(第 3号様

式)を提出しなければならない。この場合において、会派の代表者は、政務

活動費交付変更申請書に政務活動費交付会派変更届(第 4号様式)を添付し

なければならない。

(交付決定)

第 2条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員及び会派につい

て交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員又は会派の代表者

に政務活動費交付決定通知書(第 5号様式)により通知するものとする。な

お、当該年度の中途で政務活動費の額の変更を決定するときも同様とする。

(交付請求)
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第 3条 前条の交付決定を受けた議員及び会派の代表者は、政務活動費の交付

日の 10目前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(第 6号様式)を提出

しなければならない。

(政務活動費交付会派解散届)

第 4条 当該年度の中途において政務活動費の交付を受けた会派が解散したと

き(合併等により消滅した場合を含み、議員の任期満了又は議会の解散によ

る場合を除く。)は、会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し、議

長を経由して政務活動費交付会派解散届(第 7号様式)を提出しなければな

らない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第 5条 条例別表に掲げる経費の具体的な内容は、別表左欄に掲げる経費に

応じ同表右欄に掲げるとおりとし、議員及び会派は、調査研究その他の活

動のための経費として常識的な金額を逸脱しない範囲内で政務活動費を充

てるものとする。

(支出の執行)

第 6条 議員及び会派は、政務活動費の支出の適正な執行を行わなければなら

ない。

2 議員及び会派は、政務活動費を支出するときは、債権者から領収書を徴す

るものとする。ただし、領収書を徴することが困難であると市長が認める場

合は、支払確認書(議員の場合は第 8号様式、会派の代表者の場合は第 9号

様式)をもってこれに代えることができる。

3 前項の領収書は、あて名を議員名(会派として交付を受けた場合は会派

名)とし、必ず品名の記入のあるものとする。

4 議員及び会派は、政務活動費専用の預金口座を設けるものとする。

(政務活動費収支報告書の訂正)

第 7条 政務活動費収支報告書を訂正する場合は、議員文は会派の代表者は、

議長に政務活動費収支報告書訂正願(第10号様式)を提出し、訂正箇所に押

印するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、

削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(政務活動費収支報告書の写しの送付)

第 8条 議長は、条例第 6条第 1項の規定により提出された政務活動費収支報

告書の写しを市長に送付するものとする。

(政務活動費返還命令書)

第 9条 条例第 8条の規定による命令は、政務活動費返還命令書(第 11号様

式)により行うものとする。
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事、.

(会計帳簿の保管)

第 10条 議員(議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により議

員でなくなった者にあっては議員本人、議員の死亡に係る場合は、その相続

人)及び会派の代表者(会派が解散した場合にあっては、代表者であった

者)は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、当該政務活動費に係

る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して 5年を経過する日まで

保存しなければならない。

2 会派の代表者に変更があった場合には、直ちに前項に規定する会計帳簿を

後任者に引き継がなければならない。

3 会派の消滅があった場合は、第 l項に規定する会計帳簿の保存は、会派の

消滅時に当該会派の代表者であった者が行うものとする。

(一般選挙後の措置)

第 11条 条例又はこの規則の規定により議長が行う事務についてはよ一般選

挙後議長が選挙されるまでの聞は、議会事務局長が行うものとする。

附 則

この規則は、平成19年 5月 2日から施行する。

附則(平成22年 4月 1日規則第 5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第 10条の規定は、平成22年 4月分以降の政務調査費について適用

し、平成 19年 5月分から平成22年 3月分までの政務調査費については、なお

従前の例による。

附則(平成25年 3月 1日規則第 6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年 12月10日規則第60号)

この規則は、平成28年 4月 1日から施行する。
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横須賀市議会政務活動費の交付に関する議会要綱

平成19年 3月30日

1 宿泊を要する出張に係る届出について

( 1 )横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年横須賀市条例第

57号。以下「条例」という。)第 2条の規定に基づいて政務活動費の交付を

受けた議員文は会派(以下「議員等」という。)が政務活動費が充てられる

宿泊を要する視察、研修、要請若しくは陳情活動又は会議(以下「視察等J

という。)のため出張しようとするときは、事前に視察等実施届(第 1号様

式)を議長に提出するものとする。

( 2 )議員等は、視察等の実施期目、実施場所若しくは参加議員その他の内容

を変更するとき文は視察等を中止するときは、速やかに視察等変更〈中止)

届(第 2号様式)を議長に提出するものとする。

( 3 )議員等は、前 2号の視察等を実施した場合は、視察等の終了した白から

.起算して30日以内に議長あて視察等報告書(第 3号様式)を提出するものと

する。

2 届出書類の保管について

議長は、前項各号の規定により受けた視察等実施届、視察等変更(中止)

届及び視察等報告書を、実施期日を含む年度の終了後、条例第 6条に基づく

収支報告書の提出期限の日から起算して 5年を経過する日まで保管するもの

とする。

附則

この要綱は、平成 19年 5月 2日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 25年 3月 1日から施行する。
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議会議員の議員報酬等に関する条例(抜粋)

昭和 21年 12月 19日

条例第 17号

第 5条 議会議員が公務のため旅行するとき(市内出張を除く。)は、費用弁

償として、常勤特別職員給与条例(昭和 39年横須賀市条例第 8号)第 2条

に掲げる職員(※)に支給する旅費相当額を支給する。費用弁償の支給方法は、

一般職員に対する旅費支給の例による。

(※)常勤特別職員給与条例第 2条に掲げる職員とは、市長、副j市長-、代表

監査委員及び上下水道事業管理者。

横須賀市旅費支給条例(抜粋)

昭和 22年 4月4日

条例第 19号

第 12条 宿泊料は、職務に応じて別表第 lに掲げるところに従い、定額によ

りこれを支給する。ただし、上級者と同行するため必要があるときは、上級

者と同額まで増額することができる。

別表第 1(第 12条、第15条の 2関係) (平 18条例 9・全改)

職務
宿泊料

( 1夜につき)

市長、副市長、代表監査委員及び上下水道事業管 円
理者 15， 000 
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旅費支給事務取扱要領(抜粋)

平成 21年4月 1日

第 4条関係(旅行の日程)

職員が公務のため市外ヘ旅行する場合の旅行日数の取扱いは、次によるもの

とする。

( 1 )用務の開始時刻に到着するために出発日の午前 7時以前に当該職員の勤

務地の乗下車駅(以下「乗下車駅j という。)を出発しなければならない

場合は、出発日の前日からの旅行及び宿泊を認めるものとする。

( 2 )用務の終了後、乗下車駅に当該用務の終了日(以下「終了日 J とい

う。)の午後 11時以降に帰着する場合は、終了日に係る宿泊を認めるもの

とする。

第 6条関係(鉄道貨の支給〉

7 第 7条関係に規定する市長等が県外への宿泊を伴う出張をした場合にお

いて、グリーン車を利用したときは、グリーン料金を支給する。ただし 30

キロメートル未満の区間のみ乗車する場合には、グリーン料金を支給しな

この場合グリーン個室は利用しないものとし、当該個室料金は支給しな

い。

第 10条関係(車賃の支給)

6 市外において公用車が利用できず、公共交通機関の利用が困難な地域で

他に合理性が認められる交通手段が見当たらず、乗車距離が 1キロメート

ル以上の場合に限り、タクシーを利用できるものとする。

30 
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〔記載例〕



別記様式(第6条第1項関係)

年度政務活動費収支報告書(平成28年4月---9月分)

年 月 日

(あて先)横須賀市議会議長

議員氏名(会派にあっては会派の名称、及び代表者氏名)

横 須賀 太郎 @ 

l 収 入
(単位:円)

項 目 備 考

政務活動費 童書期交曾分
『司崎圃』』

繰越金

合計

2 支 出

(単位:円)

項 目 壊鐸噛積額婚F 聯F弱震 考

調査研究費 63， 4771 ift趨活動費収支報告書別紙砲とおり

研修費 54， 3281 // 

広報費 139， 4801 // 

広聴費 68.4001 // 

要請・陳情活動費 3， 6901 // 

会議費 23， 8401 // 

資料作成費 22. 9241 // 

資料購入費 25， 6001 ，，， 

人件費 III 8001 1/ 

事務所費 259， 8461 1/ 

dロh 計 612， 385 11 

3 残 額 161， 615 円

(注)備考欄には支出の内訳を記載すること。
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別記様式(第6条第1項関係)

年度政務活動費収支報告書(平成28年10月~平成29年3月分)

年月日

(あて先)横須賀市議会議長

議員氏名(会派にあっては会派の名称及び代表者氏名)

横須賀太郎 ⑮ 

1 収入

項 目

政務活動費

繰越金

合計

2 支出

金 額 備

834， 000 後期交付分

前議残額

(単位:円)

考項目

調査研究費

研修費

広報費

広聴費

1回線ふ議震活踊融制脚と制

要請・陳情活動費

会議費

資料作成費

資料瞬入費

人件費

事務所費

合計

3 残額

65， 4351 

00. 9521 

54， 3181 

7， 8921 

54， 7291 

112， 452、

36， 528、

10， 8001 

168， 2421 

694 841¥ 

(注)備考欄には支出の内訳を記載すること。
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政務活動費収支報告書別紙

調査研究費 177，820 具 体 的 な 肉 容

視察等に要する経費 98，250 交通貨 宿泊料 食糧費
施態等入 資料入賞等蹄 視察等手 受講料等

通訳料 保険料 手数料
場料 土産代 負担金

0月08h.h.県視察 47，550 26，0∞ 13，000 2，750 500 5，000 300 

。月O日h.h.市観察他 50，700 36，800 3，000 400 10，000 500 

館一E祖

csO議員又Iま会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及ぴ調査委託に要する経費

』ーー

(視察等に要する経費)
回-園田

例)先進地・施霞までの交通費、ホテルなどの宿泊料、宿泊料に食事代金を含まない場合のタ朝食代、施設などの入場料、文献・書籍など
戸ーーー

の.資料等購入費、視察相手先への手土産代、受講料等負担金、海外視察における現地語の通訳料、出張中の自民行傷害保険の保険料、 1-ーー

撮込等にかかる手数料
』ーーー

J 
M 

'-.，..1 
小針 62，800 13，000 2.750 3.500 400 15.000 。 。 。 800 。 。

視察等以外の活動に要する経費 79.570 交通貨
施段等入

消耗品費
印刷製本 通信還徹 備品購入

修繕料
事務僧器等 事務機器 業務委託

手数料
場料 費 費 費 保守管理費 等借上料 料

0月0日調査研究(0月分) 21.570 18，570 3，000 

0月O国政務活動用パソコン '58，000 58，∞o 

。 関一

30議員又lま会派が行う市の事務、地方行財政等に関する欝査研究及び調査委託に要する経費
同--
同ーー

(視察等以外の活動に要する経費)
』ーー

例)目的地までの交通費、施綾などの入場料、文房具などの消耗晶費、資料等を印刷する印刷製本費、資料の発送及び取り寄せ並びに

電話連絡等の通信運搬費、観査研究に直接必要な備品の購入費及び修緒料、事務機器等の借り上げ及び保守管理のための費用、 同ーー

調査研究のための業務委託料、銀行振込等にかかる手数料
』園田

E 

小計 18，570 。 。 。 。58.000 。 。 。 。3，000 。
旬



ω 
~ 

政務活動費収支報告書別紙

研修費 ~70 具 体 的 ーな 内 容

膿員又は会派が行う研修会の開催に要する経費 83，710 交通費、 消耗品費 印刷費製本 通信費運搬 会場用料等使 機材等借
料

講金師等謝礼 手数料
上料

0月O臼講演会 .39，460 1，680 2.480 20，000 3，500 1000 10，000 800 

0月O日研修会 44，250 ，750 10，000 31，500 

O月O日会派会議 3，000 
i凶~開æìウ-ば;γ1F2‘司2 

C トーーーー
0議員又は会派が行う研修会の開催に要する経費

一
倒)会場までの交通費、文房具などのマ消イク耗殻品備賞な、ど資の料機等材を等印借刷上す料る印、会刷場製設本営賞な、ど講の師業か務らの資料着払いなどの通信運搬費、会場を借

りて開催する際の会場等使用料、 委託料、講師に支払う謝礼金、振込等にかか 一
る手数料

四・・圃--

¥........J 
h計 4，680 5，230 30，000 。3，500 1，000 31，500 10，000 800 。 。 。

資料入等費購
Ol雪量量虫:lI生堂

手数料団体等が開催する研修会への参加に要する経費 ，76，0 交通費 宿泊料 食糧費
負担金

0月O目 AIl.セミナー 45，100 28，600 6，000 2.000 3，∞o 5，000 500 

0月O日研修会 13，660 2，860 10，000 800 

。 E5 
~o団体等が開催する研修会への参加に要する緩貨

~ 

1--ー-

例)会場までの交通費、ホテルなどの宿泊料、宿泊料に食事代金を含まない場合のタ朝食代、文献・書籍などの資料等購入賞、研修 t-

会参加のための受講料等負担金、振込等にかかる手数料
』ーーー

J 

。
h針 31，460 6，∞o 2，000 3，000 15，000 1.300 。 。 。 。 。 。



ω 
ο可

政務活動費収支報告書別紙

広報費 ~RnAQn 具 体 的 な 肉 容

|住議員毘若に部し〈告書lす械るたがめ行にう要活す動る又経は費市政について ~RnAQn 変通費 消耗晶費
印刷製本 通信費運搬 会場等使 機材等借 業務料委託 |金・・ムペー・ジ

取材料 手数料
費 用料 上料 山門..~-【

0月O日広報紙発行経費 140，000 50，000 80，000 10，000 

0月O日ホームページ作成 ~nnnnn 120，∞o 80，0∞ 

10110日市政報告会 に750 500 3，250 3.000 1，000 

0110日広報活動(0月分) 13，140 840 2.300 10，000 

。
協-

P'io議員若しくは会派が行う活動又Iま市政について住民に報告するために要する経費 一

例)会場までの交通費、設文備房な具どなのど機の材消等耗借品上費料、資、会料場等EをE印営刷やすホるー即ム廊ペ製ージ本作費成、通の知た等めのの通業信務運委搬託費料、、会場を借り℃開催する場合の
一

会情場等使用料、マイク ホームページ維持管理賞、 同ーー一

報提供者に対する取材料、振込等にかかる手数料

回---
ノ

。
。
。
。
。
。
。
。

h計 1，340 5，550 60.000 80，000 3，000 1，000 120.000 80，000 10，000 。 。
。}



。3
0 

政務活動費収支報告書別紙

広聴費 13，600 
， 

具 体 的 なー 肉 容

-・・a且 .•. 
印刷費製本 通信運搬 会場用等料使 機材等借 業務委託ー・司・ 13，600 交通貨. 消耗品費 手数料1-"噛曹 ‘面軍:t:JIl 費 土料 料

0月O田市民広聴会 r，920 560 2，560 3，000 1，800 

0月O田市民相談(0月分) 5，680 5，680 

。
禽一n 

fkV e O議員又lま会派が行う住民からの市政又は議員若しくは会派の活動に対する要望、意見等の聴取、住民相談等の活動に
.... 圃圃圃

要する経費 ー-
同ー-ー

例)会場までの交通費、文房具などの消耗品、資料等を印刷する印刷製本賞、資料発送及び、資会料場取設り営寄なせど及のび業電務話委連庇絡料等、の振為込の
通など信に運か搬か費る、会場を借りて開催する場合の会場等使用軒、マイク段備などの機材等借上料 一手数料

一
ノ--

U 

。
。
。
。
。
。
。
。

小計 6，240 2，560 。 。3，000 1，800 。 。 。 。 。



ω 
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政務活動費収支報告書別紙

要請・陳情活動費 26，420 具 体 的 な 肉 容
. 

議員又は会派が要鯖又は陳情活動を行うため
26，420 交通貨 宿泊料 食糧費 消耗品質

印刷製本
手数料

に必要な経費 費

0月O日/::，./::，./::，.に関する要望書提出 26，420 5.860 2，560 18，000 

。
。
。

LE O務員又は会派が要衝又は陳情活動を行うために必要な経費

伊n目的地までの交通費、ホテルなどの宿泊料、宿泊料に食事代金を含まない場合のタ朝食代、文房具などの消耗品、資料等を印刷

する印刷製本費、振込等にかかる手数料

¥._I 。
。
。
。
。
。
。
。
。

小計 5，860 。 。2，560 18，000 。 。 。 。 。

(.， 

働一
』ーーーー

岡田園圃圃

一
-・・・圃--

ノ

。 。



ω 
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政務活動費収支報告書別紙

会議費 65.830 具 体 的 な 内 容

経議費員文は会派が行う各種会磁の開催に要する 31，430 交通貨 宿泊料 食糧費 資料入等賞購 消耗品費
印刷製本 通信費運搬 会場等使 機材等借

手数料
費 用料 よ料

0月O日会派会織 26.250 1，600 3.500 18.000 3，150 

0月O日意見交換会 5.180 880 3，500 800 

命一

~o議員又は会派が行う各種会議の開催に要する経費 一
田園--

伊n会場までの交通費、ホテルなどの宿泊料、宿泊料に食事代を含まない場合のタ朝食代、文献・書籍などの資料等購入賞、文房具など

の消耗など品の費機、資材料借等上を料印、掻刷込す等る印に刷か製か本る手費数、通料知や連絡等にかかる通信運搬費、会場を借りて開催する場合の会場等使用料、マイク
田園・・圃圃

設備な
同ーーー

。
小計 2.480 。 。3，500 。18.000 。6.650 800 。 。 。

議団体員等又がは会開催派すとしるて意の見参交加換に会要等す各る種経会費議への 34，400 交通貨 宿泊料 食糧費 資料入等費購 受負講担料金等 手数料

0月O日意見交換会 34，400 24，000 7，000 1，000 2，000 400 

。
協ー

自
1-ーー

O団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員又は会派としての参加に要する経費
-・・回・司-. 

例)会場までの交通費、ホテルなどの宿泊料、宿泊に食事代を含まない場合のタ朝食代、文献・書籍などの資料購入費、意見交換会出席
回・・・・・・・・

のための受講料等負担金、掻込等にかかる手数料

-。
。

小計 24，000 7.000 1，000 2，000 。 400 。 。 。 。 。 。



ω 
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政務活動費収支報告書別紙

資料作成費 4.5，680 具 体 的 な 肉 容

議に要員す又るは経会費派が行う活動に必要な資料の作成 45，680 消耗品質 印刷質製本 業務費託
原稿料 観訳料

著作権使
手数料

料 用料

0月O日1:16.に関する調査資料 45，6801- 45，680 

。
。

Pょ

~o織員又は会派が行う活動に必要な資料の作成に憂する経費
例) 文房具などの消耗品質、資の原料稿印刷料のための印刷製本費、作資権料の作あ成るに資あ料たをっ使て用調す査るな際どのを外著郵作に委託した場合の業務委託科、専門家

などに執筆を依頼した場合 、外図書の翻訳料、著 権使用料、振込等にかかる手数料

"-" 。 、

。
。
。
。
。
。
。
。
。

小計 。45，680 。 。 。 。 。 。 。 。 。

t・

国ーー

同ーー

同ーー

ドーー

。
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政務活動費収支報告書別紙

資料蹄入賞 46，000 具 体

援の購員又入には要会す派るが経行費う活動に必要な図書、資料等 46，000 新聞料購続 雑誌料購読 書籍入等費臆 手数料

0月O日I:l.I:l.新聞(12カ月) 36，800 36，800 

。月O日月刊I:l.I:l.- 8，700 8，700 

0月O白書籍(1:l.1:l.) 500 500 

。
。
。
，、

LE 
0議員又は会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経質

U 

。
。
。
。

f 

。
。
o 

小計 36，800 8，700 500 。 。

-・

的 な 肉 容

間一

一
ーノ

一

--
一

。 。 。 。 。 。 。
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政務活動費収支報告書別紙

人件費 17，280 具

蟻員又は会派が行う活動を補助する職員の雇
17.280 賃金 通勤費 社会料保険 手数料用に要する経費

@900円X6HX3日Xl人 17，280 16，200 1，080 

。
。

~ 
0織員又は会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

、J 。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

小計 16，200 1，080 。 。
(. 

体 的 な 肉 容

s』ーー
J 

1----

同ーーーー

』ーー

。 。 。 。 。 。 。 。
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政務活動費収支報告書別紙

事務所費 746，268 具 体 的 な 内 容

蟻員文は会派が行う活動に必要な事務所の段
746，268 賃借料 通信費 光線水質 備品賞賂入 修繕料 手数料

置及び管理に要する経費

事務所経費(4月-3月分) 698，468 636，000 36，000 26，468 

権合機麟入 35，800 35，800 

シュレッダー購入 12，000 12，000 

。
63-

LE 
0議員又は会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

回・・・・・・・圃圃

戸ーーーーー

例)事務所の賃借料、電話・FAXの通信費、電気・ガス・上下水道料金などの光熱水費、事務所において使用する電話機・FAX・コピー機
などの購入及び修繕にかかる費用、振込等にかかる手数料 同国ーー

』ー--。
~ 

。
。
。
。
。
。
。
。
。

小齢 636，000 36，000 26，468 47，800 。 。 。 。 。 。 。 ol 



第1号様式(第1条第l項関係)

00年度政務活動費交付申請書

0年O月O日

(あて先)横須賀市長

(横須賀市議会議長経由)

会派の名称 00党{織局fllA0喝含鯵不事)

議員文は会派の代表者の氏名 横須賀 ホ郎 @ 

交付申請額 6，672，000円

所属議員数 4名

(事務処理欄)

備考氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。

43 



第2号様式(第1条第1項関係)

00年度政務活動費交付会派届

0年O月O日

(あて先)横須賀市長

(横須賀市議会議長経由)

会派の名称 00党

議員又は会派の代表者の氏名横須賀 京郎 @ 

会派の名称| 00党

代表者の氏名| 横須賀ホ郎

会派を結成した日| 年 局 日

所 属 議員数| 4名

横須賀ホ郎 @ @ 

市舗会花子 @ @ 

政 務勝男 @ @ 

氏 名

市役所浩司 @ @ 
、2・

@ @ 

@ @ 

(事務処理欄)

備考氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。
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第3号様式(第1条第2項関係)

00年度政務活動費交付変更申請書

0年O月O日

(あて先)横須賀市長

(横須賀市議会議長経由)

会派の名称 00党

議員又は会派の代表者の氏名楊須賀 *郎 @ 

区 分 変更前 変更後 異動年月日

交付申請額 6，672，000円 8，340，000円 年月日

所属議員数 4名 5名 同土

(事務処理楠)

備考氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。

45 
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第4号様式(第l条第2項関係)

政務活動費交付会派変更届

0年O月O日

(あて先)横須賀市長

(横須賀市議会議長経由)

e 
v 

会派の名称 00党
議員又は会派の代表者の氏名様須賀 京郎@

¥-------- 新 !日

会派の名称

代表者の氏名

所属議員数 5名 4名

異動のあった日 年 同 日

増 減

:. 、

異動のあった

議員 の氏名

@
一
@
一
@
一
@
一
@

郎
一-一

・・・・・圃
------
--E--

奈
一

神
一

(事務処理欄)

備考氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。
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第5号様式(第2条関係)

00年度政務活動費交付決定通知書

第 O 号

0年O月O日

横須賀*郎 様

横須賀市長 0000 回

00年度政務活動費交付決定額 8，340，000円

(事務処理欄)

47 
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第6号様式(第3条関係)

00年度政務活動費交付請求書

0年O月O日

(あて先)横須賀市長

会派の名称 00党(織員個人c;)場合防不事) • 

議員又は会派の代表者の氏名横須賀 ホ郎⑪

請求金額 I 8，340，000円

交付月の基準日に

おける所属議員数 1| 5名

振込金融機関名 00銀行

本支庖名等 I aa支庖

口座名義 人 | ヨコスカタロウ

口座番号 | 普通預金 00000

(事務処理欄)

(注} 口座名義人と代表者が異なる場合は、別途委任状を添付すること。
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第7号様式(第4条関係)

政務活動費交付会派解散届

0年O月O日

(あて先)横須賀市長

(横須賀市議会議長経由)

会派の名称 00党
議員又は会派の代表者の氏名横須賀 *郎 @ 

解散会派名 00党

会派の解散年月日 年 同 日

(事務処理欄)

備考氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。
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4・、

第8号様式(第6条第2項関係)

(議員用)

支 払 確 認、 書

①自家用車の使用

2 公共交通機関(電車、パス等)

支 払 区 分 3 その他

支払先

住所・氏名

支払年月 日 年 同 日

支 払 金 額 円

JP.胤爽通貨計算書c;)~"'1

内 ，廿，.&:， 

上記のとおり支払いました。

0年O月O日

氏名様須賀*郎 @ 
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第9号様式(第6条第2項関係)

(会派用)

支払確認書

の自家用車の使用

2 公共交通機関(電車、パス等)

支払区分I3その他

支払先

住所・氏名

支払 年月日 年 同 日
一
円支払金額

即胤爽通貨計算書G)~"'J
内

，.&.， 

廿

上記のとおり支払いました。

0年O月O日

会派の名称及び代表者氏名 00党

横須賀*郎様

氏名市誠会花子 ⑪ o 
w 

上記のとおり支払ったことを確認しました。

0年O月O日

会派の名称及び代表者氏名 00党 横須賀 *郎 ⑪ 

51 



第10号様式(第7条関係)

00年度政務活動費収支報告書訂正願

0年O月O日

(あて先)横須賀市議会議長

会派の名称 00党(館長個At;>場合防不事)

議員文は会派の代表者の氏名様須賀 ホ郎@

訂正する箇所 資偶購入費

8"，654円
， 

ur 正 前

ur 正 後 8'4.554円

備 考
0年3目分踊間代
年慮鏡‘J(;)記o;訂正
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第11号様式(第9条関係)

00年度政務活動費返還命令書

横須賀ホ郎様

叫度政務活動費返還額 | 
(事務処理樹)

53 

第 O 号

O年O月O日

横須賀市長 0000  固

100，000円



第 1号様式(第l項 1号関係)

視察等実施届

0年O月O日

(あて先)横須賀市議会議長

横須賀*郎⑪

実施期日 年月日( ，、..， 年 月 日 (

00市、 00市
実施場所

000につい乞
視察等内容

ー-横須賀ホ郎 ~長会派で政務活動費の交付を受けてレ
参加議員名 る場合には、こちらに参加議員名か

入ります。
¥、』 -

(事務処理欄)

-
e
-
t

・・

氏名を署名した場合は、押印を省略できます。
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備考



第2号様式(第1項2号関係)

視察等変更(中止)届

(あて先)横須賀市議会議長

実施期日 実施場所 視察等内容

年同 日 00市 000に

変
，、." 00市 つい乞

更 年同日
前

00市 1，000に

変
~~市 ついを:

更 Z.QOOに
後 ついZ

(事務処理欄)

備考氏名を署名した場合は、押印を省略できます。

55 

0年O月O日

様須賀*郎⑪

参加議員名

000 
ムムム

.. 
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第3号様式(第1項3号関係)

視察等報告書

0年O月O日
(あて先)横須賀市議会議長

横須賀ホ雌⑪

年 月 日 (年月日(実施期日
-
-
a

，. 

00市、 00市
実施場所

000につい乞
視察等内容

横須賀 ホ郎~ r会派で政務活動貨の交付を受けてい

lる場合には、こちらに参加議員名が

|入ります。

参加議員名

-調査、研修

・活動内容を詳細に記載した報告書

添付資料

-要請又は陳情活動、会議

口要請書、陳情書、開催通知、スケジュール等の資料

添付書類の種類に

a-‘
s
-
-

チェックして下さい。
• 

氏名を署名した場合は、押印を省略できます。

56 

備考



項目一括記載用としてお使い下さい

交通費計算書(平成 00年 O 月分)

月日 -区 分 区 間 金額 目 的

①自家用車

3/5 2 電車・パス
10 km 口調査研究 口研修

3 その他
自宅(00)- 00 回広報 口広聴

回駐車場定期利用(北口・その他)
370 円 口裏j締・陳情口会纏

3/8 
②1 自電家車用・パ車ス km 自観査研究 口研修

3 その他 00 - 00 (往復) 広報 口広聴

口駐車場定期剥用(北口・その他)
700 円 口要請・陳情口会総

①自家用車

3/10 2 電車・パス
20 km 口調査研究 口研修

3 その他 00 - 00 口広報 図広聴

回駐車場定期利用(北口・その他}
740 円 口要請・陳情口会議

①自家用車

3/16 2 電車・パス
14 km 口飼査研究 口研修

3 その他
自宅(00)-市役所 口広報 口広聴

回駐車場定期利用(北口・その他)
518 円 ロ要蹄・陳情回会援

1 自家用車

3/17 ②電車・パス
km 回調査研究 口研修

3 その他 00 - 00 口広報 口広聴

口駐車場定期利用(北口・その他)
840 円 口要請・陳情口会議

①自家用車

3/21 2 電車・パス
14 km 口調査研究 口研修

3 その他
自宅(00)-市役所 口広報 回広聴

図駐車場定期利用(北口・その他)
518 円 口裏諦・陳情口会議

①自家用車

3/23 2 電車・パス
14 km 口調査研究 口研修

3 その他
自宅(00)-市役所 口広報 口広聴

回駐車場定期利用(北口・その他)
518 円 口裏舗・陳情回会議

①自家用車

3/28 2 電車・パス
14 km 口調査研究 口研修

3 その他
自宅(00)-市役所 口広報 口広聴

回駐車場定期利用(北口・その他}
518 円 口要請・陳情回会議

1 自家用車
2 電車・パス

km ロ銅査研究 口研修

3 その他 '‘・' 口広報 口広聴

口駐車場定期利用(北口・その他)
円 口要請・陳情口会鎗

1 自家用車
2 電車・パス

km 口調査研究 口研修

3 その他
，、， 口広報 口広聴

口駐車場定期利用(北口・その他)
円 口裏鶴・陳情口会話

1 自家用車
2 電車・パス

km 口調査研究 口研修

3 その他
，、， 口広報 口広聴

口駐車場定期利用(北口・その他)
円 口要請・陳情口会議

' 

1 自家用車
2 電車・パス

km 口調査研究 口研修

3 その他
，、J 口広報 口広聴

口駐車場定期利用(北口・その他)
円 口裏鯖・陳情口会議

86 km 
合計

4.722 円
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口調査研究費
口研修費
口広報費
目広聴費
ロ要請・陳情活動費
口会議費

項目別記載用としてお使い下さい

交通費計算書(平成00年O月分)

-・・圃・園町

金額 摘要分 区 間月/日 区

10 km ① 自家用車

自宅(00)- 00 月7日 2 電車・パス

370 円
3 3その他

図駐車場定期利用(北口・その他)

km 1 自家用車

00 - 00 (往復)月10日 ②竃車・パス

700 円

ー

3 3その他
口駐車場定期利用(北口・その他)(. ) 

20 km 
一

①2 電自車家・用パ車ス
00 - 00 月19日

740 円
3 3 その他

回駐車場定期利用(北口・その他)

km 
r-

1 自家用車

自宅(00)- 00 3月24日 ②電車・パス

2.140 円
3その他

口駐車場定期利用(北口・その他)

km 1 自家用車
2 電車・パス

'‘・・
円

一
3その他

口駐車場定期利用(北口・その他)

km 1 自家用車
2 電車・パス ，、，

円

一
3その他

口駐車場定期利用(北口・その他)

km 1 自家用車
2 電車・パス

'‘0# 
同

一
3その他

口駐車場定期利用(北口・その他)

km 1 自家用車
2 電車・パス

'‘・'
円

3その他
口駐車場定期利用(北口・その他)

km 

r--
1 自家用車
2 電車・パス

'‘ー
円

一
3その他

口駐車場定期利用(北口・その他)

km 
一 1 自家用車

2 電車・パス
'‘' 

円
ー

3その他
口駐車場定期利用(北口・その他)

km 1 自家用車
2 電車・パス ，、，

円

一

3その他
口駐車場定期利用(北口・その他)

km 1 自家用車
2 電車・パス

'“' 
円

一
3その他

口駐車場定期利用(北口・その他)

30 km 
一

合計
3.950 円 l
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届事務所設置(変更・廃止)

日月年

(あて先)横須賀市議会議長

00党{謹量鑓人の場合は不要}

g並横須賀太郎(岱表者名)

(会派盆)

名氏 骨

h

島

・

-e
以下のとおり、政務活動用事務所を設置(変更・廃止)

しましたので、届け出します。

A
-
-
-

事務所の

所在地
横須賀市00

所有者の

住所・氏名等
0000 

備 考

を賃貸借契約書等(写)(注 1)事務所を賃貸借により設置する場合は、

添付すること。

(注 2)事務所を他国体と共有している場合は、その旨備考欄に記入す

59 

ること。



(変更・廃止).届(政務活動用)携帯電話使用

日月年

(あて先)横須賀市議会議長

00党(議員個人の場合は不要)

~ 横須賀太郎(代表者名)

(会盛名)

名氏

止廃更変用使の話電帯携用動活

す

務

ま

政

し
、
出

り
け

お

届
との

て
下
い

以
つ

------

使用者の
0000 

氏 名

電話番号 0000-0000-0000 

備 考

一一一

a-------

(注)使用する携帯電話の契約書等(写)を添付すること。

60 



書約契用雇

氏 名 。。。。@生年月日 年 月 日

住 所 。。市 o 0 町 1 - 1 

電話番号 (000) 0000 
連絡先

-V
弓

S

・a

・-

下記条件にて契約を致します。

品
・
豊

-
-
s

雇用予定期間 年月 E ，、， 年 月 日 (00日間)

就業場所 横須賀市00町'1- 1 00事務所

職 務内容 市民意識調査アンケート集計業務橋助

就業時間
午前 9時~午後 4時

(正午~午後 1時は休憩=無給〉

勤 務 日 月~金{休日を除く〉

給与(賃金) 時給" 000円(交通費含む・別途実費支給)

給与支払
勤務最終日に現金にて支払. 下記接込先へ00日以内に振辺

給与振込先 00銀行00支庭普通預金 0000000 

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。

日

議員氏名(会派で雇用するときは

会派の名称及び代表者氏名)

o 0 0 0 印

月年

雇用者

印

61 
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• 
• 
‘・

. 

4 

• 

《参考》

雇用契約を結んで事務職員等を雇用する場合、雇用主として必要となる主な

手続きは次のとおりです。なお、勤務日数、勤務時間その他勤務条件により取

り扱いが異なりますので、具体的な内容は各所掌機関にお問い合わせください。

1 雇用日数にかかわらず必要なもの

(l)労災保険への加入(横須賀労働基準監督署労災担当 823-0858)

労働災害、通勤途上災害に対応するため。

(2) 所得税の給与事務所の届出(横須賀税務署源泉所得税担当 824-5500)

給与支払い者として源泉徴収の義務が生じるため。

2 勤務時間が、 1週間で 20時間以上となる場合に必要なもの

(1)麗用保険(ハローワーク横須賀 824-8609)

3 雇用回数、雇用期間がフルタイム雇用者の 4分の 3以上となる場合に必要

なもの

(1)健康保険(横須賀年金事務所 827-1251)

(2) 厚生年金保険(横須賀年金事務所 827-1251)

4 その他確認が必要なもの

(1)最低賃金(神奈川労働局労働基準部賃金課 045-211-7354)

神奈川県の最低賃金を確認

(2) 通勤方法(雇用される事務職員)

通勤に要する実費分は非課税扱い(届出書類により通勤経路を確認)
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領収書等貼付用紙

5要請・陳情活動費

9人件費 10事務所費

(該当する項目!こOをつけてください)

1調査研究費 2研修費 3広報賞 4 広聴費

6会議貸 7資料作成費 8 資料騎入賞

貼付面
05年間保管しますので、四隅をしっかりとのり付けしてください。

0複数の領収書等を貼る場合は、重ならないように貼付してください。

-
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-
-
-
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，

一

亀

貼付後、コピーをとるのでできるだけ折りたたまないで下さい。

※文字が消える恐れがあるため、感熱紙の領収書(レシート等)は原本と写しを両方貼付してください。

備 考
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備 品整理台帳

横須賀太郎{個人で交付の場合}
00党〈会添で交付の場合}

番 号 名 称 取得年月日
取得価格

備 考
(税抜)

o 0 0 0 823 • 14 55， 000 

o 0 0 0 823 • 15 60，000 
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議会内 LANの議員共有フォルダに取り込みまし※政務活動費関係の書式を、

からも(サイボウズ)なお、市議会グループウェア

ダウンロードできますのであわせてご活用下さい。

=控室等のパソコンから=

ご活用下さい。たので、

=ご自宅等のパソコンから=

-
h
a
-
-
t
 

|市議会グループウェア|

ズウボ

ー

ー

ー

+

イサ

|議会内 LANI

|ファイル管理||議員共有へ.のショートカット|

(デスクトップ)

|政務活動費書式集|

.条例・規則・要綱

-政務活動費条例

-政務活動費施行規則

-政務活動費議会要綱

ち

--b

・JE

.よく使う様式

-収支報告書・別紙

-事務所設置届

-視察等実施届

届-視察等変更(中止)

-視察等報告書

-支払確認書(議員用&会派用)

-交通費計算書

-携帯電話使用届
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